
別 記 様 式 第 ２ 号  

 

群 馬 県 住 生 活 基 本 計 画 ２ ０ ２ ６ 策 定 業 務 委 託  

業  務  説  明  書  

                                       

１  業 務 の 概 要  

（ １ ） 業 務 の 目 的  

本 業 務 は 、 住 生 活 基 本 法 （ 平 成 １ ８ 年 法 律 第 ６ １ 号 ） 第 １ ７ 条 に 基 づ く 群 馬 県 の 計

画 と して 、「 群 馬 県 住 生 活 基 本 計 画 ２ ０ ２ ６ 」を 策 定 す る た め 、必 要 な 基 礎 資 料 の 収 集

及 び 現 状 分 析 ・ 整 理 を 行 う と と も に 、 庁 内 ・ 市 町 村 調 整 、 策 定 委 員 会 及 び 議 会 説 明 等

の 運 営 を 補 助 し 、 新 た な 群 馬 県 住 生 活 基 本 計 画 を 策 定 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ ２ ） 業 務 内 容  

   住 生 活 基 本 法 （ 平 成 １ ８ 年 法 律 第 ６ １ 号 ） 第 １ ７ 条 に 基 づ く 県 計 画 の 策 定 。 な お 、

業 務 内 容 の 詳 細 は 、 別 添 の 特 記 仕 様 書 （ 案 ）（ 別 記 様 式 第 ２ 号 － ２ ） に よ る 。  

  （ ３ ） 履 行 期 限  

   履 行 期 限 は 、 以 下 の と お り 予 定 して い る 。  

   令 和 ９ 年 ３ 月 ２ ６ 日  

 （ ４ ） 業 務 実 施 上 の 条 件  

参 加 表 明 書 及 び 技 術 提 案 書 の 提 出 者 は 、 次 に 掲 げる 条 件 を 満 た して い る こ と 。  

① 都 市 及 び 地 方 計 画 部 門 の 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 登 録 を 受 け て い る こ と 。  

  ② 同 種 又 は 類 似 業 務 の 実 績  

参 加 表 明 書 及 び 技 術 提 案 書 を 提 出 す る 者 は 、 下 記 に 示 す 「 同 種 又 は 類 似 業 務 」 に つ

い て 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 完 了 し た 業 務 に お い て 、 １ 件 以 上 の 実 績 を 有 す る

こ と 。  

 

同 種 業 務  ： 国 土 交 通 省 策 定 の 住 生 活 基 本 計 画 （ 全 国 計 画 ）、 都 道 府 県 及 び 政 令 市 策 定

の 住 生 活 基 本 計 画（ 住 宅 マ ス タ ー プラ ン ）策 定 業 務（ 策 定 検 討 業 務 を 含 む ）   

類 似 業 務   ：都 道 府 県 策 定 の 都 市 計 画 区 域 マ ス タ ー プラ ン、耐 震 改 修 促 進 計 画 及 び 公 営

住 宅 長 寿 命 化 計 画 並 び に 市 町 村 策 定 の 住 生 活 基 本 計 画 （ 住 宅 マ ス タ ー プラ

ン ） 策 定 業 務 （ 策 定 検 討 業 務 を 含 む ）  

 

③ 地 方 自 治 法 施 行 令  （ 和 和 22 年 政 令 第 16 号 ）第 １ ６ ７ 条 の ４ の 規 定 に 該 当 し な い 者

で あ る こ と 。  

④ 群 馬 県 財 務 規 則 第 １ ７ ０ 条 第 ２ 項 の 規 定 す る 入 札 の 参 加 制 限 を 受 け て い な い 者 で あ

る こ と 。  

⑤ 群 馬 県 建 設 工 事 請 負 業 者 等 指 名 停 止 措 置 要 綱 に 基 づ く 指 名 停 止 期 間 中 の 者 で な い こ

と 。  

⑥ 群 馬 県 の 令 和 ８ ・ ９ 年 度 建 設 工 事 に 係 る 調 査 ・ 測 量 ・ コ ン サ ル タ ン ト 等 入 札 参 加 資

格 者 名 簿 に 建 築 関 係 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 業 務 と して 登 載 さ れ て い る こ と 。  

な お 、 会 社 更 生 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 154 号 ） 又 は 民 事 再 生 法 （ 平 成 11 年 法 律 第



225 号 ）に 基 づ き 更 生 手 続 開 始 又 は 再 生 手 続 開 始（ 以 下「 手 続 開 始 」と い う 。）の 申

立 て が な さ れ て い る 者 に つ い て は 、 手 続 開 始 決 定 後 、 資 格 の 再 認 定 を 受 け て い る 者

で あ る こ と 。  

  ⑦ こ の 手 続 き に 参 加 し よ う と す る 者 の 間 に 資 本 関 係 又 は 人 的 関 係 が な い こ と 。  

  ⑧ 再 委 託 を 行 う 場 合 は 、 そ の 内 容 が 業 務 の 主 た る 部 分 を 占 め る も の で な い こ と 。   

 （ ５ ） そ の 他  

   本 業 務 の 契 約 書 （ 案 ） は 、 別 添 の 別 記 様 式 第 ２ 号 － １ 、 特 記 仕 様 書 （ 案 ） は 別 添  

の 別 記 様 式 第 ２ 号 － ２ に よ る 。  

 

２  担 当 部 局  

    〒 ３ ７ １ － ８ ５ ７ ０   

群 馬 県 前 橋 市 大 手 町 １ － １ － １  

  群 馬 県 県 土 整 備 部 住 宅 政 策 課 住 宅 政 策 係  

  電 話 ： ０ ２ ７ － ８ ９ ８ － ２ ８ ８ ６  

    Ｆ Ａ Ｘ ： ０ ２ ７ － ２ ２ １ － ４ １ ７ １  

    電 子 メ － ル ： juusei@pref.gunma.lg.jp  

 

３  参 加 表 明 書 及 び 技 術 提 案 書 の 作 成 及 び 記 載 上 の 留 意 事 項  

（ １ ） 参 加 表 明 書 及 び 技 術 提 案 書 作 成 上 の 基 本 事 項  

  プロ ポ － ザ ル は 、 調 査 、 検 討 及 び 計 画 策 定 業 務 に お け る 具 体 的 な 取 り 組 み 方 法 に つ

い て 提 案 を 求 め る も の で あ り 、 成 果 の 一 部 の 提 出 を 求 め る も の で は な い 。 本 説 明 書 に

お い て 記 載 さ れ た 事 項 以 外 の 内 容 を 含 む 技 術 提 案 書 に つ い て は 、 提 案 を 無 効 と す る 場

合 が あ る の で 注 意 す る こ と 。  

 （ ２ ） 参 加 表 明 書 及 び 技 術 提 案 書 の 作 成 方 法  

   参 加 表 明 書 及 び 技 術 提 案 書 の 様 式 は 、 別 記 様 式 第 ３ 号 － １ ～ ９ （ Ａ ４ 判 ） に 示 さ れ

る と お り と す る 。 な お 、 文 字 サ イ ズ は １ ０ ポ イ ン ト 以 上 、 片 面 印 刷 と す る 。  

 （ ３ ） 参 加 表 明 書 及 び 技 術 提 案 書 の 内 容 に 関 す る 留 意 事 項  

記  載  事  項  内 容 に 関 す る 留 意 事 項  

業 務 実 施 体 制 （ 技 術 者 ）  ・ 配 置 予 定 の 管 理 技 術 者 、 担 当 技 術 者 を 記 載 す る  

・参 加 表 明 書 及 び 技 術 提 案 書 の 提 出 者 以 外 の 企 業 に 属 す

る 者 を 担 当 技 術 者 と す る 場 合 に は 、 企 業 名 等 も 記 載 す

る 。  

・ 記 載 様 式 は 別 記 様 式 第 ３ 号 － １ と す る 。  

予 定 管 理 技 術 者 の 経 歴 等  

 

・ 配 置 予 定 の 管 理 技 術 者 に つ い て 、 経 歴 等 を 記 載 す る 。  

・同 種 又 は 類 似 業 務 の 実 績 は 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に

完 了 し た 業 務 を 対 象 と し 、記 載 す る 件 数 は 最 大 ３ 件 と す

る 。  

・手 持 ち 業 務 は 本 業 務 手 続 き 開 始 公 示 時 点 の 本 県 以 外 の

発 注 者 （ 国 内 外 を 問 わ ず ） の も の も 含 め 、 すべ て 記 載 す

る 。  



 手 持 ち 業 務 と は 以 下 の も の を 指 す。  

 管 理 技 術 者 ： 管 理 技 術 者 ま た は 担 当 技 術 者 と な って い

る 500 万 円 以 上 の 他 の 業 務  

・ プロ ポ － ザ ル 方 式 に よ る 本 業 務 以 外 の 業 務 で 配 置 予 定

技 術 者 と して 特 定 さ れ た 未 契 約 業 務 が あ る 場 合 は 、 手 持

ち 業 務 の 記 載 対 象 と し 、 業 務 名 の 後 に 「 特 定 済 」 と 明 記

す る も の と す る 。  

・ 記 載 様 式 は 別 記 様 式 第 ３ 号 － ２ と す る 。  

予 定 管 理 技 術 者 の 平 成 ２

８ 年 ４ 月 １ 日 以 降 の 同 種

又 は 類 似 業 務 実 績  

・ 配 置 予 定 の 管 理 技 術 者 が 過 去 に 従 事 し た「 同 種 又 は 類

似 業 務 」 の 実 績 に つ い て 記 載 す る 。  

・記 載 す る 業 務 は 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 完 了 し た 業

務 と す る 。  

・ 記 載 す る 業 務 数 は 、 最 大 ３ 件 と す る 。  

・ 記 載 様 式 は 別 記 様 式 第 ３ 号 － ３ と し 、 図 面 、 写 真 等 を

引 用 す る 場 合 も 含 め 、 件 数 毎 に Ａ ４ 判 １ 枚 以 内 に 記 載 す

る 。  

予 定 技 術 者 の 経 歴 等  ・ 配 置 予 定 の 担 当 技 術 者 に つ い て 、 経 歴 等 を 記 載 す る 。  

・手 持 ち 業 務 は 本 業 務 手 続 き 開 始 公 示 時 点 の 本 県 以 外 の

発 注 者 （ 国 内 外 を 問 わ ず ） の も の も 含 め 、 すべ て 記 載 す

る 。  

 手 持 ち 業 務 と は 以 下 の も の を 指 す。  

 担 当 技 術 者 ： 管 理 技 術 者 ま た は 担 当 技 術 者 と な って い

る 500 万 円 以 上 の 他 の 業 務  

・ プロ ポ － ザ ル 方 式 に よ る 本 業 務 以 外 の 業 務 で 配 置 予 定

技 術 者  と して 特 定 さ れ た 未 契 約 業 務 が あ る 場 合 は 、 手

持 ち 業 務 の 記  載 対 象 と し 、 業 務 名 の 後 に 「 特 定 済 」 と

明 記 す る 。  

・ 記 載 様 式 は 別 記 様 式 第 ３ 号 － ４ と し 、 配 置 技 術 者 １ 名

に つ き Ａ ４ 判 １ 枚 に 記 載 す る 。  

予 定 技 術 者 の 平 成 ２ ８ 年

４ 月 １ 日 以 降 の 同 種 又 は

類 似 業 務 の 実 績      

・ 担 当 技 術 者 が 過 去 に 従 事 し た 「 同 種 又 は 類 似 業 務 」 の

実 績 に  つ い て 記 載 す る 。  

・ 記 載 す る 業 務 は 、平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 完 了 し た

業 務 と す る 。  

・ 記 載 す る 業 務 数 は 、 最 大 ３ 件 と す る 。  

・参 加 表 明 書 及 び 技 術 提 案 書 の 提 出 者 以 外 が 受 託 し た 業

務 実 績 を 記 載 す る 場 合 は 、当 該 業 務 を 受 託 し た 企 業 名 等

を 記 載 す る 。  

・ 記 載 様 式 は 別 記 様 式 第 ３ 号 － ５ と し 、 図 面 、 写 真 等 を

引 用 す る 場 合 も 含 め 、 件 数 毎 に Ａ ４ 判 １ 枚 に 記 載 す る 。  

業 務 実 施 体 制 （ 企 業 ）  ・ 業 務 の 分 担 に つ い て 記 載 す る 。  



・他 の 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 等 に 当 該 業 務 の 一 部 を 再 委 託

す る 場 合 又 は 学 識 経 験 者 等 の 技 術 協 力 を 受 け て 業 務 を

実 施 す る 場 合 は 、 備 考 欄 に そ の 旨 を 記 載 す る と と も に 、

再 委 託 先 又 は 協 力 先 、 そ の 理 由 （ 企 業 の 技 術 的 特 徴 等 ）

を 記 載 す る こ と 。た だ し 、 業 務 の 主 た る 部 分 を 再 委 託 し

て は な ら な い 。  

・ 記 載 様 式 は 別 記 様 式 第 ３ 号 － ６ と す る 。  

企 業 の 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １

日 以 降 の 同 種 又 は 類 似 業

務 実 績  

 

・ 参 加 表 明 書 の 提 出 者 が 過 去 に 受 託 し た 「 同 種 又 は 類 似

業 務 」 の 実 績 に つ い て 記 載 す る 。  

・ 記 載 す る 業 務 は 、平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 完 了 し た

業 務 と す る 。  

・ 記 載 す る 業 務 数 は 、 １ 件 と す る 。  

・ 記 載 様 式 は 別 記 様 式 第 ３ 号 － ７ と し 、 図 面 、 写 真 等 を

引 用 す る 場 合 も 含 め 、 Ａ ４ 判 １ 枚 以 内 に 記 載 す る 。  

業 務 へ の 取 り 組 み 姿 勢  ・ 業 務 へ の 取 り 組 み 姿 勢 に つ い て 、本 業 務 の 特 徴 等 を ふ

ま え た 業 務 実 施 の 着 眼 点 や 実 施 方 針 を 簡 潔 に 記 載 す る 。

記 載 す る 対 象 項 目 は 次 の と お り と す る 。  

① 群 馬 県 に お け る 地 域 特 性 及 び 居 住 者 の 生 活 実 態 を 踏  
ま え 、 高 齢 者 、 若 年 ・ 子 育 て 世 帯 、 住 宅 確 保 要 配 慮 者 等  
の 住 生 活 に 関 す る 現 状 や 課 題 を 整 理 し 、 安 心 し て 希 望 す  
る 住 生 活 を 実 現 で き る た め の 住 環 境 及 び 居 住 支 援 の あ  
り 方 に つ い て の 考 え  
② 群 馬 県 に お け る 地 域 特 性 及 び 人 口 減 少 ・ 少 子 高 齢 化 の  
進 行 や 空 き 家 の 増 加 等 を 踏 ま え 、既 存 住 宅 ス ト ッ ク の 活  
用 や 住 宅 市 場 の 機 能 向 上 に 向 け た 課 題 を 整 理 し 、担 い 手  
の 確 保 ・ 育 成 、行 政 の 役 割 及 び 関 係 主 体 の 連 携 の あ り 方  
を 含 め 、 そ れ ら の 課 題 へ の 対 応 に つ い て の 考 え  
③ 群 馬 県 の 住 生 活 に 関 す る 実 態 把 握 又 は 調 査 に お け る  
情 報 取 得 方 法 及 び 分 析 方 法 に つ い て 考 え  

・ 記 載 様 式 は 別 記 様 式 第 ３ 号 － ８ を 用 い 、Ａ ４ 判 で 作 成

す る 。 枚 数 は ① ～ ③ の 項 目 ご と に １ 枚 以 内 に 記 載 す る 。

図 や 写 真 等 を 用 い て も よ い 。  

・ 取 り 組 み 姿 勢 に 関 して は 、 ヒ ア リ ン グ を 実 施 して 評 価

す る 。  

参 考 見 積 （ 概 算 ）  ・ 業 務 へ の 取 り 組 み 姿 勢 を 踏 ま えて 必 要 な 経 費 を 概 算

し 、 参 考 見 積 と して 提 出 す る こ と 。  

・ 参 考 見 積 （ 概 算 ） は （ ５ ） で 提 示 す る 業 務 規 模 と 大 き

く か け 離 れ て い な い こ と を 確 認 す る た め に 用 い る 。  

 （ ４ ） 契 約 書 の 写 し  

   同 種 又 は 類 似 業 務 の 実 績 と して 記 載 し た 業 務 に 係 る 契 約 書 の 写 し 及 び 契 約 時 に 提 出

し た 「 管 理 技 術 者 及 び 照 査 技 術 者 選 任 通 知 書 」 の 写 し 又 は Ｔ Ｅ Ｃ Ｒ Ｉ Ｓ （ テ ク リ ス ）

の 写 し を 提 出 す る こ と 。  

 （ ５ ） 業 務 量 の 目 安  

   本 業 務 の 参 考 業 務 規 模 は 、 １ ８ ， ９ ０ ０ 千 円 （ 税 込 ） 以 内  



 （ ６ ） 参 加 表 明 書 及 び 技 術 提 案 書 の 無 効  

   提 出 書 類 が 、 こ の 書 面 及 び 別 記 様 式 に 示 す 条 件 に 適 合 し な い 場 合 は 、 無 効 と す る こ

と が あ る 。  

 

４  参 加 表 明 書 及 び 技 術 提 案 書 の 提 出 期 限 並 び に 提 出 場 所 及 び 方 法  

 （ １ ） 提 出 期 限 ： 令 和 ８ 年 ６ 月 ８ 日 （ 月 ） 午 後 ４ 時 ま で  

（ ２ ） 提 出 場 所 ： ２ に 同 じ  

（ ３ ） 提 出 方 法  

１ 部 を 持 参 又 は 郵 送 （ 書 留 郵 便 に 限 る 。）、 若 し く は 電 送 又 は 電 子 メ ー ル （ 着 信 を 確

認 す る こ と 。）に よ る こ と 。持 参 す る 場 合 は 、土 日・祝 日 を 除 く 毎 日 、午 前 ９ 時 か ら １

２ 時 ま で 及 び 午 後 １ 時 か ら ４ 時 ま で 。 ま た 、 電 子 メ ー ル で 提 出 す る 場 合 は 以 下 に よ る

こ と 。 こ れ 以 外 で の 提 出 は 無 効 と す る 。   

・ 使 用 可 能 な ソ フ ト は 「 Microsoft Word」 と す る 。   

・ フ ァ イ ル 総 数 は ７ メ ガ バ イ ト 以 内 と す る こ と 。  

・ プリ ン ト ア ウ ト 時 に 規 定 の 枚 数 内 と な る よ う に 設 定 して お く こ と 。 な お 、 送 信 さ れ

た 資 料 の プリ ン ト ア ウ ト は 白 黒 印 刷 で 行 う 。  

・ 圧 縮 フ ァ イ ル の 形 式 は 「 LZH」 と す る 。  

  

５  説 明 書 の 内 容 に つ い て の 質 問 の 受 付 及 び 回 答  

 （ １ ） 質 問 は 、 文 書 （ 書 式 は 自 由 、 た だ し 規 格 は Ａ ４ 判 ） に よ り 行 う も の と し 、 持 参 、

郵 送 、電 子 メ － ル（ 着 信 を 確 認 す る こ と 。）の い ず れ の 方 法 で も 可 能 と す る 。な お 、

文 書 に は 回 答 を 受 け る 担 当 窓 口 の 部 署 、 氏 名 、 電 話 及 び Ｆ Ａ Ｘ 番 号 、 電 子 メ ー ル ア

ド レ ス を 併 記 す る も の と す る 。  

  ① 質 問 の 受 付 先 ： ２ に 同 じ  

  ② 質 問 の 受 付 期 間 ： 令 和 ８ 年 ５ 月 ２ ５ 日 （ 月 ） 午 後 ４ 時 ま で  

持 参 す る 場 合 は 、 上 記 期 間 の 土 日 ・ 祝 日 を 除 く 毎 日 、 午 前 ９ 時 か ら １ ２ 時 ま で 及 び

午 後 １ 時 か ら ４ 時 ま で  

  （ ２ ）質 問 に 関 す る 回 答 は 、質 問 を 受 理 し た 日 か ら ７ 日 間（ 休 日 を 含 ま な い 。）以 内 に 質  

問 者 に 対 して 電 子 メ － ル に よ り 行 う ほ か 、 下 記 の と お り 閲 覧 に 供 す る 。  

  ① 閲 覧 場 所 ： 電 子 入 札 シ ス テム に よ る  

② 閲 覧 期 間 ： 回 答 の 翌 日 か ら 技 術 提 案 書 の 提 出 期 間 の 前 日 ま で の 土 日 ・ 祝 日 を 除 く 毎

日 、 午 前 ９ 時 か ら １ ２ 時 ま で 及 び 午 後 １ 時 か ら ４ 時 ま で  

 

６  技 術 提 案 書 を 特 定 す る た め の 評 価 基 準  

 （ １ ） 参 加 表 明 書 及 び 技 術 提 案 書 の 評 価 項 目 、 判 断 基 準 、 な ら び に 評 価 の ウ ェ ー ト は 以

下 の と お り で あ る 。  

評 価  

項 目  

                 評 価 の 着 目 点  

        判 断 基 準  

参加表
明者の
経験能
力 

資  
格  
要  
件  

技 術 部  
門 登 録  

当 該 部 門 の 建  
設 コ ン サ ル タ  
ン ト 登 録  
 

都 市 及 び 地 方 計 画 部 門 の 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 登 録 を 受  
け て い る こ と 。 な お 、 登 録 を 受 け て い な い 場 合 は 特 定  
し な い 。  



専  
門  
技
術
力  

成 果 の
確 実 性  
 

平 成 ２ ８ 年 ４
月 １ 日 以 降 の
同 種 又 は 類 似
業 務 の 実 績 の
内 容  
 

同 種 又 は 類 似 業 務 の 実 績 が あ る こ と 。  
な お 、 業 務 実 績 が 無 い 場 合 は 特 定 し な い 。  
 
 

業務実 
施体制 

業 務 実 施 体 制 の 妥 当 性  下 記 項 目 に 該 当 す る 場 合 に は 選 定 し な い 。  
・ 再 委 託 の 内 容 が 主 た る 部 分 の 場 合     
・ 業 務 の 分 担 構 成 が 不 明 確 又 は 不 自 然 な 場 合  

評 価  

項 目  

                 評 価 の 着 目 点  配 点  

        判 断 基 準  

技  
術  
者  
評  
価  
∩  
提  
出  
書  
類  
∪  
 
 
 

資  
格  
要  
件  
 
 

技 術 者  
資 格  

技 術 者 資 格 、  
そ の 専 門 分 野  
の 内 容  
 
 
 

下 記 の 順 位 で 評 価 す る 。  
① 技 術 士 資 格（ 建 設 部 門：都 市 及 び 地 方 計  
画 ） を 有 す る （ ５ ）  
② Ｒ Ｃ Ｃ Ｍ（ 都 市 及 び 地 方 計 画 部 門 ）を 有  
す る 。 （ ３ ）  
な お 、 上 記 に 該 当 し な い 場 合 は 加 点 し な
い 。  

管 理  担 当  

 
５  
 
 

 
５  
 
 

専  
門  
技
術
力  

業 務 執  
行 技 術  
力  
 

平 成 ２ ８ 年 ４  
月 １ 日 以 降 の  
同 種 又 は 類 似  
業 務 の 実 績 の  
内 容  
 
 
 

下 記 の 順 位 で 評 価 す る 。  
① 同 種 業 務 ※ の 実 績 が あ る 。 １ 業 務 に つ  
き 評 価 は （ ５ ）  
② 類 似 業 務 ※ の 実 績 が あ る 。 １ 業 務 に つ  
き 評 価 は （ ２ ）  
① ② 業 務 は あ わ せ て ３ 件 ま で 記 載 可 能 。  
な お 、業 務 実 績 が 無 い 場 合 は 特 定 し な い 。 

 
１ ５  
(５ 点  
×３  
業 務 )  

 
１ ５  
(５ 点  
×３  
業 務 )  

専  
任  
性  

専 任 性  
 

手 持 ち 業 務 金  
額 及 び 件 数  
（ 特 定 後 未 契  
約 の も の を 含  
む ）  

全 て の 手 持 ち 業 務 の 契 約 金 額 が ４ 億 円 以  
上 又 は 手 持 ち 業 務 の 件 数 が １ ０ 件 以 上 の  
場 合 は 特 定 し な い 。  

 
－  
 

 
－  
 

  
技    
術  
者  
∩  
ヒ  
ア  
リ  
ン  
グ  
∪  
 
 

評  
価  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 群 馬 県 に お け る 地 域 特 性 及 び 居 住 者 の 生 活 実 態 を 踏 ま え 、 高 齢  
者 、 若 年 ・ 子 育 て 世 帯 、 住 宅 確 保 要 配 慮 者 等 の 住 生 活 に 関 す る 現  
状 や 課 題 を 整 理 し 、 安 心 し て 希 望 す る 住 生 活 を 実 現 で き る た め の  
住 環 境 及 び 居 住 支 援 の あ り 方 に つ い て 考 え を 記 載 す る こ と 。  
こ の 考 え に お け る 課 題 認 識 の 的 確 性 、 提 案 内 容 の 妥 当 性 及 び 実 現  
可 能 性 を 評 価 す る 。 （ ３ ０ ）  

 
３ ０  
 

 
－  
 

② 群 馬 県 に お け る 地 域 特 性 及 び 人 口 減 少 ・ 少 子 高 齢 化 の 進 行 や 空  
き 家 の 増 加 等 を 踏 ま え 、 既 存 住 宅 ス ト ッ ク の 活 用 や 住 宅 市 場 の 機  
能 向 上 に 向 け た 課 題 を 整 理 し 、 担 い 手 の 確 保 ・ 育 成 、 行 政 の 役 割  
及 び 関 係 主 体 の 連 携 の あ り 方 を 含 め 、 そ れ ら の 課 題 へ の 対 応 に つ  
い て 考 え を 記 載 す る こ と 。 こ の 考 え に お け る 課 題 認 識 の 的 確 性 、  
提 案 内 容 の 妥 当 性 及 び 実 現 可 能 性 を 評 価 す る 。 （ ３ ０ ）  

 
３ ０  
 

 
－  
 

③ 群 馬 県 の 住 生 活 に 関 す る 実 態 把 握 又 は 調 査 に お け る 情 報 取 得 方  
法 及 び 分 析 方 法 に つ い て 考 え を 記 載 す る こ と 。  
こ の 考 え に お け る 情 報 収 集 ・ 分 析 手 法 の 妥 当 性 及 び 実 現 可 能 性 を  
評 価 す る 。 （ ３ ０ ）  

 
３ ０  
 

 
－  
 
 

                          審 査  計    １ ３ ０  

参 考 見 積  指 示 し た 業 務 規 模 と 大 き く か け 離 れ て い る  

場 合 は 特 定 し な い 。  

－  

 

 

 （ ２ ） 特 定 し た 者 に 対 して は 、 そ の 旨 を 書 面 に よ り 通 知 す る 。  

 



７  ヒ ア リ ン グ  

 （ １ ） 以 下 の と お り ヒ ア リ ン グ を 行 う 。  

   ① 実 施 場 所 ： 県 庁 舎 １ １ 階 １ １ １ 会 議 室 （ 予 定 ）  

  ② 実 施 期 間 ： 令 和 ８ 年 ６ 月 １ ２ 日 （ 金 ）（ 予 定 ）  

    ③ ヒ ア リ ン グ の 時 間 は 協 議 の 上 、 決 定 す る 。  

  ④ 出 席 者 ： 管 理 技 術 者  

 （ ２ ） ヒ ア リ ン グ で は 技 術 提 案 書 に 記 載 さ れ た 以 下 の 事 項 に つ い て 質 疑 応 答 を 行 う 。  

  ① 管 理 技 術 者 の 経 歴 に つ い て （ 参 加 表 明 書 及 び 技 術 提 案 書 の 様 式 に よ る ）  

  ② 管 理 技 術 者 の 業 務 実 績 に つ い て （ 参 加 表 明 書 及 び 技 術 提 案 書 の 様 式 に よ る ）  

  ③ 取 り 組 み 姿 勢 （ ヒ ア リ ン グ 内 容 ① ～ ③ の 着 眼 点 、 提 案 の 的 確 性 等 ） に つ い て  

 （ ３ ） ヒ ア リ ン グ 時 の 追 加 資 料 は 受 理 し な い 。  

 （ ４ ） Ｗ ｅ ｂ 会 議 シ ス テム 等 に よ る ヒ ア リ ン グ を 希 望 す る 場 合  

次 の 条 件 に お い て 、 利 用 可 能 と す る 。  

① 希 望 す る 場 合 は 、 記 載 様 式 の 別 記 様 式 第 ３ 号 － ９ へ 必 要 事 項 を 記 す こ と  

② 利 用 可 能 シ ス テム は 、 teams 又 は Zoom と す る 。  

③ シ ス テム 利 用 時 の シ ス テム 主 催 側 は 参 加 表 明 者 と し 、 県 を 招 待 す る こ と 。  

④ 参 加 表 明 者 の 映 像 は ２ ３ イ ン チ 程 度 の デ ィ ス プレ イ 又 は プロ ジ ェ ク タ ー 等 で 壁 面 へ

映 像 を 投 射 し 、 選 定 委 員 が 同 時 に 視 聴 で き る 環 境 で ヒ ア リ ン グ を 実 施 す る 。  

⑤ 選 定 委 員 の 映 像 は 写 さ な い 。 音 声 に つ い て は 選 定 委 員 及 び 参 加 表 明 者 （ 説 明 者 ） 音

声 （ 質 疑 等 の み ） が 相 互 に 交 換 で き る 環 境 で ヒ ア リ ン グ を 実 施 す る 。  

⑥ 事 前 に シ ス テム 環 境 を 次 の 日 時 で 確 認 す る 。  

   令 和 ８ 年 ６ 月 ９ 日 （ 火 ） の 午 前 ９ 時 か ら １ ２ 時 ま で 及 び 午 後 １ 時 か ら ４ 時 ま で の う

ち 、 ３ ０ 分 程 度 で 実 施 す る 。 な お 、 日 程 の 詳 細 に つ い て は 契 約 担 当 者 （ プロ ポ ー ザ

ル 実 施 者 ） が 希 望 者 へ 連 絡 す る 。  

⑦ Ｗ ｅ ｂ 会 議 シ ス テム 等 は 、 ヒ ア リ ン グ 実 施 す る こ と を 目 的 と し 、 そ の 際 の 映 像 、 音

声 の 録 音 、 複 写 及 び デ ー タ の 転 送 、 公 開 等 、 一 切 の 行 為 は 認 め な い 。 行 為 が 発 覚 し

た 場 合 は 、 不 正 行 為 と 見 な し 、 契 約 は 実 施 し な い 又 は 契 約 を 破 棄 す る 。  

⑧ 通 信 障 害 等 に よ り Ｗ ｅ ｂ 会 議 シ ス テム の 遮 断 等 に よ り ヒ ア リ ン グ が 中 断 と な っ た 場

合 は 、 そ の 間 の ヒ ア リ ン グ 時 間 は 計 測 し な い 。 た だ し 、 ヒ ア リ ン グ 日 程 に 大 き く 影

響 が あ る 通 信 障 害 が 発 生 し た 場 合 は 、 ヒ ア リ ン グ 順 序 を 変 更 す る 場 合 が あ る 。  

⑨ Ｗ ｅ ｂ 会 議 シ ス テム 等 を 利 用 す る 際 に 予 期 せ ず に 発 生 し た 不 都 合 等 の 責 任 に つ い て

は 参 加 表 明 者 が 負 う も の と し 、 契 約 担 当 者 （ プロ ポ ー ザ ル 実 施 者 ） は 一 切 の 責 任 を

負 わ な い 。  

 

８  非 特 定 理 由 に 関 す る 事 項  

 （ １ ） 提 出 し た 参 加 表 明 書 及 び 技 術 提 案 書 が 特 定 さ れ な か っ た 者 に 対 して は 、 特 定 さ れ

な か っ た 旨 及 び そ の 理 由 （ 非 特 定 理 由 ） に つ い て 書 面 （ 非 特 定 通 知 書 ） を も って 、

契 約 担 当 者 か ら 通 知 す る 。  

 （ ２ ） 上 記 （ １ ） の 通 知 を 受 け た 者 は 、 通 知 を し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 して ７ 日 （ 休 日 を

含 ま な い 。）以 内 に 、書 面（ 様 式 は 自 由 ）に よ り 、契 約 担 当 者 に 対 して 非 特 定 理 由 に



つ い て 説 明 を 求 め る こ と が で き る 。  

 （ ３ ） 上 記 （ ２ ） の 回 答 は 、 理 由 を 求 め る こ と が で き る 最 終 日 の 翌 日 か ら 起 算 して １ ０

日 以 内 に 書 面 に よ り 行 う 。  

 （ ４ ） 非 特 定 理 由 の 説 明 書 請 求 の 受 付 場 所 及 び 受 付 時 間 は 以 下 の と お り で あ る 。  

    ① 受 付 場 所 ： ２ に 同 じ  

  ② 受 付 日 時 ： 上 記 期 間 の 土 日 ・ 祝 日 を 除 く 毎 日 、 午 前 ９ 時 か ら １ ２ 時 ま で 及 び 午 後 １

時 か ら ４ 時 ま で  

 

９  契 約 書 作 成 の 要 否 等  

  別 添 の 契 約 書 （ 案 ）（ 別 記 様 式 第 ２ 号 － １ ） に よ り 契 約 書 を 作 成 す る も の と す る 。  

 

１ ０  支 払 条 件  

  前 払 い 金 と して 、 契 約 金 額 の ３ 割 ま で 支 払 う こ と が で き る 。  

 

１ １  苦 情 申 し 立 て に 関 す る 事 項  

  本 手 続 き に 関 し 、 ８ の 非 特 定 理 由 に 関 す る 説 明 に 対 して 不 服 が あ る 者 は 、 群 馬 県 建 設

工 事 の 入 札 ・ 契 約 及 び 指 名 停 止 措 置 に 係 る 苦 情 処 理 要 領 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 群 馬 県

知 事 に 対 して 苦 情 申 立 て を 行 う こ と が で き る 。  

      群 馬 県 県 土 整 備 部 住 宅 政 策 課 住 宅 政 策 係  

   電 話  ０ ２ ７ － ８ ９ ８ － ２ ８ ８ ６  

 

１ ２  関 連 情 報 を 入 手 す る た め の 照 会 窓 口  

  ２ に 同 じ  

 

１ ３  そ の 他 の 留 意 事 項  

  （ １ ） 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 は 、 日 本 語 及 び 日 本 通 貨 に 限 る 。  

 （ ２ ） 参 加 表 明 書 及 び 技 術 提 案 書 の 作 成 、 提 出 及 び ヒ ア リ ン グ に 関 す る 費 用 は 、 提 出 者

の 負 担 と す る 。  

 （ ３ ） 参 加 表 明 書 及 び 技 術 提 案 書 に 虚 偽 の 記 載 を し た 場 合 に は 、 参 加 表 明 書 及 び 技 術 提

案 書 を 無 効 と す る と と も に 、 虚 偽 の 記 載 を し た 者 に 対 して 指 名 停 止 の 措 置 を 行 う こ

と が あ る 。  

  （ ４ ） 提 出 さ れ た 参 加 表 明 書 及 び 技 術 提 案 書 は 返 却 し な い 。 ま た 、 提 出 書 類 は 、 特 定 以

外 の 目 的 で 提 出 者 に 無 断 で 使 用 し な い 。 な お 、 特 定 し た 技 術 提 案 書 を 公 開 す る 場 合

は 、 事 前 に 提 出 者 の 同 意 を 得 る も の と す る 。  

 （ ５ ） 参 加 表 明 書 及 び 技 術 提 案 書 の 提 出 後 に お い て 、 原 則 と して 参 加 表 明 書 及 び 技 術 提

案 書 に 記 載 さ れ た 内 容 の 変 更 を 認 め な い 。 ま た 、 参 加 表 明 書 及 び 技 術 提 案 書 に 記 載

し た 予 定 技 術 者 は 、 原 則 と して 変 更 で き な い 。 た だ し 、 病 休 、 死 亡 、 退 職 等 の や む

を え な い 理 由 等 に よ り 変 更 を 行 う 場 合 に は 、 同 等 以 上 の 技 術 者 で あ る と の 発 注 者 の

了 解 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

  （ ６ ） 参 加 表 明 書 及 び 技 術 提 案 書 の 特 定 後 に 、 提 案 内 容 を 適 切 に 反 映 し た 特 記 仕 様 書 の



作 成 の た め に 、 業 務 の 具 体 的 な 実 施 方 針 に つ い て 提 案 を 求 め る こ と が あ る 。  

 


